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（促進買入１号）

農地中間管理機構特例事業譲渡申出書（農地所有者用）

（市町村農業委員会又は市町村経由）

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様

市町村 農業委員会

下記の農用地等について譲渡したいので、申し出ます。

□　別紙の個人情報の利用目的に同意する場合はレ点を付けてください。

　譲渡を希望する農用地等

市町村 大字 字

合　計 ０筆 0

公簿
面積
（㎡）

希望
単価

（円/10a）

農地買受
予定者
氏　名

備考

氏　名

生年月日

電話番号

番号
地域計画
区域名

所在地
地番 枝番

公簿
地目

現況
地目

受付番号　：　

令和　　　年　　　月　　　日

〒

申込内容確認（押印） 住　所

フ 　リ　 ガ　 ナ

印印
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別　紙

利　用　目　的

　当公社は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、あなたの個人情報について

下記の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

  また、この範囲を超えた取扱はいたしません。

記

１　当公社の農地中間管理機構特例事業等の業務

　(1) 農用地等の売買の契約

　(2) 農用地等の売渡信託の引受け

　(3) 農地所有適格法人への農用地等の現物出資

　(4) その他当公社が法令等により行うことができる業務及びこれらに付随する業務

２　当公社における利用目的

  (1) １の業務に係る土地の所在と権利関係を確認するため

  (2) １の業務に係る審査と判断に利用するため

　(3) １の業務に関する実績の管理、統計、分析など業務の参考となる資料の作成のため

　(4) 本人であることの確認のため

　(5) 登記手続きに必要な書類の収集、確認、作成のため

  (6) 主務省及び監督官庁への報告など適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供のため

　(7) 売買代金等の決裁、精算又は土地取得資金の融資のために必要な範囲での金融機関等への提供のため

　(8) 各種証明書、請求書、領収書、口座振替案内等のご案内や各種情報の提供のため

　(9) 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

  (10) その他、取引を適切かつ円滑に履行するため

3　当公社以外の利用目的

  (1) １の業務に係る市町村等における農用地利用集積等促進計画の作成等のため

  (2) １の業務に係る市町村等による書類の作成、売買代金精算等の業務のため
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（
促

進
買

入
 １

－
１

号
）

（
別

紙
）

（
所

有
権

の
移

転
を

す
る

者
が

複
数

い
る

場
合

の
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
の

同
意

書
）

・
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
に

同
意

し
ま

す
。

（
住

所
）

（
氏

名
）

・
併

せ
て

、
が

売
渡

代
金

を
受

領
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

同
意

し
ま

す
。

所
有

権
の

移
転

を
す

る
者

（
住

所
）

（
氏

名
）

印

（
共

有
持

分
　

　
　

／
　

　
　

）
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令
和

　
年

度
　

月
分

　
市

町
村

　
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
（
案

）
一

覧
表

（
一

括
方

式
）【

機
構

買
入

】　
　

リ
ス

ト
か

ら
選

択
リ

ス
ト

か
ら

選
択

番
号

地
域

計
画

区
域

名
農

地
所

有
者

氏
名

郵
便

番
号

所
有

者
生

年
月

日
（法

人
設

立
月

日
）

連
絡

先
（電

話
番

号
）

大
字

字
地

番
枝

番
公

簿
地

目
現

況
地

目
公

簿
面

積
（
㎡

）
買

入
単

価
（1

0
a/

円
）

買
入

価
格

(円
）

手
数

料
（円

）

事
業

区
分

（※
機

構
入

力
）

公
告

日
所

有
権

の
移

転
時

期
対

価
の

支
払

時
期

引
渡

の
時

期
買

受
希

望
者

（耕
作

者
）
氏

名

買
受

希
望

者
の

担
い

手
区

分
（１

～
５

）※
１

農
用

地
区

域
に

つ
い

て
※

２

0 0

小
計

0 0

小
計

総
計

※
１

　
以

下
か

ら
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

手
数

料
　

＝
　

買
入

価
格

　
×

　
1
.0

％
　

（
1
0
0
円

未
満

切
り

捨
て

）
1

認
定

農
業

者

（
最

低
5
,0

0
0
円

、
上

限
1
5
0
,0

0
0
円

）
2

認
定

新
規

就
農

者

3
基

本
構

想
水

準
到

達
者

4
特

定
農

業
法

人

5
そ

の
他

※
２

　
以

下
か

ら
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

1
農

用
地

区
域

内

2
農

用
地

区
域

外

（促
進

買
入

２
号

）

農
地

所
有

者
住

所
(県

）　
　

　
（市

町
村

）　
　

（
大

字
～

地
番

）
買

受
希

望
者

住
所

  
  
(県

）　
　

　
（市

町
村

）　
　

（大
字

～
地

番
）

担 い 手 区 分
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（
促

進
買

入
３

号
）

（
氏

名
又

は
名

称
）

（
氏

名
又

は
名

称
）

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

（
住

 
所

）
（

氏
名

又
は

名
称

）

き
所

有
権

以
外

の
そ

の
他

の
使

用
収

益
権

を
有

す
る

者

一
括

払
い

で
口

座
振

込

所
 

有
 

権
 

の
 

移
 

転

計

所
有

権
の

移
転

の
内

容
（

Ｄ
）

所
有

権
を

移
転

す
る

土
地

（
Ｃ

）

氏
名

又
は

名
 

 
称

権
原

の
種

 
類

（
Ｂ

）
以

外
の

権
原

者
等

（
Ｅ

）
所

有
権

を
移

転
す

る
土

地
の

備
 

 
 

考
所

有
権

の
移

転
時

期

整
 理

 番
 号

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

（
Ｂ

）

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

（
Ａ

）

住
 

所

所
有

権
を

移
転

す
る

者
及

び
対

価
の

支
払

い
を

受
け

る
者

所
有

権
を

移
転

す
る

者
以

外
の

者
で

所
有

権
を

移
転

す
る

土
地

に
つ

現
況

所
 

 
 

 
在

大
 

 
字

字

地
 

 
目

引
渡

の
時

 
期

対
 価

 の
支

払
期

限

（
住

 
所

）

所
有

権
の

移
転

を
受

け
る

者

対
価

の
支

払
方

法
１

．
各

 
筆

 
明

 
細

 
所

有
権

の
移

転
を

受
け

る
者

の

 
所

有
権

の
移

転
を

す
る

者
の

地
 

番
登

記
簿

面
 

 
積

㎡

所
有

権
の

登
記

の
有

無
利

 
用

目
 

的

（
住

 
所

）

対
 

価
 

 
 

 
 

 
 

 
円

対
価

の
支

 
払

方
 

法
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-1
-

２
農

地
中

間
管

理
機

構
特

例
事

業
の

所
有

権
移

転
に

係
る

共
通

事
項

（
機

構
買

入
）

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

１
８

条
第

１
項

又
は

福
島

復
興

再
生

特
別

措
置

法
第

１
７

条
の

２
５

第
１

項
に

よ
る

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
以

下
「

本
計

画
」

と
い

う
。
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
わ

れ
る

所
有

権
移

転
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
（

１
）

所
有

権
以

外
の

権
利

の
消

滅
所

有
権

を
移

転
す

る
者

（
以

下
「

譲
渡

人
」

と
い

う
。
）

は
、

当
該

土
地

に
第

三
者

の
た

め
の

担
保

物
件

等
が

設
定

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
当

該
権

利
を

消
滅

さ
せ

る
と

と
も

に
、

当
該

権
利

が
登

記
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

１
の

各
筆

明
細

に
記

載
さ

れ
た

所
有

権
の

移
転

時
期

ま
で

に
そ

の
登

記
を

抹
消

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
２

）
対

価
の

増
減

額
請

求
譲

渡
人

及
び

所
有

権
の

移
転

を
受

け
る

公
益

財
団

法
人

福
島

県
農

業
振

興
公

社
（

以
下

「
機

構
」

と
い

う
。
）

は
、

当
該

土
地

の
１

の
各

筆
明

細
に

記
載

さ
れ

た
面

積
と

実
測

面
積

と
の

間
に

差
異

が
あ

っ
て

も
、

異
議

を
述

べ
ず

、
ま

た
、

対
価

の
増

減
を

請
求

し
な

い
。

（
３

）
障

害
の

除
去

等
ア

譲
渡

人
は

、
地

下
埋

設
物

、
土

壌
汚

染
、

軟
弱

地
盤

等
で

あ
っ

て
、

農
地

と
し

て
の

利
用

に
支

障
を

来
す

も
の

を
除

去
し

た
う

え
で

機
構

に
引

渡
す

。
イ

当
該

土
地

の
引

渡
し

後
に

お
い

て
ア

の
障

害
（

以
下

単
に

「
障

害
」

と
い

う
。
）

が
判

明
し

た
と

き
は

、
機

構
は

相
当

な
期

間
を

定
め

て
譲

渡
人

に
対

し
そ

の
障

害
の

除
去

（
以

下
「

履
行

の
追

完
」

と
い

う
。
）

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ウ
譲

渡
人

の
行

う
履

行
の

追
完

は
、

機
構

が
指

定
し

た
方

法
に

よ
り

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
エ

譲
渡

人
が

機
構

の
定

め
た

相
当

の
期

間
内

に
履

行
の

追
完

を
行

わ
な

い
と

き
は

、
機

構
は

催
告

す
る

こ
と

な
く

そ
の

障
害

の
程

度
に

応
じ

た
代

金
の

減
額

請
求

、
本

計
画

に
よ

り
成

立
し

た
法

律
関

係
の

解
除

及
び

機
構

に
生

じ
た

一
切

の
損

害
の

賠
償

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

オ
エ

に
よ

り
本

計
画

に
よ

り
成

立
し

た
法

律
関

係
を

解
除

し
た

と
き

の
損

害
賠

償
金

の
額

は
、
（

９
）

ウ
の

規
定

を
準

用
す

る
。

カ
機

構
は

、
障

害
を

知
っ

た
日

か
ら

一
年

以
内

に
譲

渡
人

に
障

害
が

あ
る

こ
と

を
通

知
し

な
い

と
き

は
、

障
害

が
あ

る
こ

と
を

理
由

と
し

て
履

行
の

追
完

の
請

求
、

代
金

の
減

額
の

請
求

、
法

律
関

係
の

解
除

及
び

損
害

賠
償

金
の

支
払

い
の

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
た

だ
し

、
譲

渡
人

が
引

渡
し

以
前

に
障

害
が

あ
る

こ
と

を
知

り
、

又
は

重
大

な
過

失
に

よ
っ

て
知

ら
な

か
っ

た
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
（

４
）

境
界

の
明

示
必

要
に

応
じ

譲
渡

人
は

、
当

該
土

地
の

引
渡

し
の

時
期

ま
で

に
、

自
己

の
費

用
を

も
っ

て
現

地
に

お
い

て
隣

地
と

の
境

界
を

明
示

す
る

。
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-2
-

（
５

）
禁

止
行

為
譲

渡
人

は
、

当
該

土
地

の
引

渡
し

の
時

期
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
ア

当
該

土
地

に
地

上
権

、
抵

当
権

、
賃

借
権

、
そ

の
他

所
有

権
以

外
の

権
利

を
設

定
す

る
こ

と
。

イ
当

該
土

地
に

構
築

物
を

設
置

す
る

こ
と

。
ウ

当
該

土
地

の
形

質
を

変
更

す
る

こ
と

。
（
（

３
）

の
ア

の
除

去
義

務
の

履
行

に
と

も
な

う
行

為
を

除
く

。
）

（
６

）
租

税
公

課
の

負
担

当
該

土
地

に
係

る
固

定
資

産
税

、
土

地
改

良
賦

課
金

等
は

、
そ

の
所

有
権

の
移

転
日

の
属

す
る

年
度

に
つ

い
て

は
、

譲
渡

人
が

負
担

す
る

。
（

７
）

所
有

権
の

移
転

の
登

記
こ

の
本

計
画

に
よ

る
所

有
権

の
移

転
の

登
記

は
、

機
構

の
申

請
に

よ
り

行
う

も
の

と
し

、
譲

渡
人

は
こ

れ
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
福

島
復

興
再

生
特

別
措

置
法

に
基

づ
く

本
計

画
に

よ
る

所
有

権
の

移
転

の
登

記
は

、
機

構
の

請
求

に
よ

り
、

県
の

嘱
託

に
よ

り
行

う
も

の
と

し
、

譲
渡

人
は

こ
れ

に
協

力
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

８
）

経
費

の
負

担
所

有
権

の
移

転
の

登
記

に
要

す
る

経
費

は
、

機
構

が
負

担
す

る
。

そ
の

他
の

経
費

に
つ

い
て

は
、

譲
渡

人
及

び
機

構
が

協
議

し
て

定
め

る
。

（
９

）
債

務
不

履
行

に
よ

る
法

律
関

係
の

解
除

ア
譲

渡
人

又
は

機
構

は
、

相
手

方
が

本
計

画
に

基
づ

く
義

務
を

履
行

し
な

い
と

き
は

、
本

計
画

に
よ

っ
て

成
立

し
た

法
律

関
係

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

イ
ア

に
よ

り
法

律
関

係
を

解
除

し
た

と
き

は
、

機
構

は
譲

渡
人

に
対

し
て

損
害

賠
償

金
（

違
約

金
）

の
支

払
い

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ウ
イ

の
損

害
賠

償
金

（
違

約
金

）
は

、
売

買
代

金
の

２
パ

ー
セ

ン
ト

に
相

当
す

る
額

と
す

る
。

（
10

）
土

地
の

滅
失

等
本

計
画

の
公

告
後

、
当

該
土

地
の

引
渡

し
の

時
期

ま
で

の
間

に
、

当
該

土
地

の
全

部
又

は
一

部
が

天
災

地
変

そ
の

他
、

譲
渡

人
及

び
機

構
の

責
に

帰
す

べ
か

ら
ざ

る
理

由
に

よ
り

滅
失

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
使

用
及

び
収

益
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

機
構

は
本

計
画

に
よ

り
成

立
す

る
法

律
関

係
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

11
）

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

に
定

め
ら

れ
た

法
律

関
係

の
失

効
売

渡
の

相
手

方
か

ら
機

構
に

対
し

て
別

に
定

め
る

期
限

内
に

対
価

の
支

払
い

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
き

は
、

機
構

売
渡

の
法

律
関

係
が

失
効

す
る

こ
と

に
伴

い
、

当
該

土
地

の
所

有
権

に
係

る
本

計
画

に
基

づ
く

法
律

関
係

も
失

効
す

る
。

（
12

）
そ

の
他

本
計

画
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
本

計
画

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
譲

渡
人

、
機

構
及

び
県

又
は

市
町

村
が

協
議

し
て

定
め

る
。
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（
促

進
買

入
４

号
）

市
町

村
農

委
会

等
担

当
者

印
機

構
担

当
者

印

字
地

番
甲

 
 

区
乙

 
 

区
 

 
抵

当
権

等
貸

 
借

 
関

 
係

抹
消

等
チ

ェ
ッ

ク
抹

消
等

チ
ェ

ッ
ク

競
売

申
立

・
仮

登
記

・
差

押
Ｊ

Ａ
・

銀
行

等
（

）
機

構
法

・
農

地
法

住
所

変
更

・
そ

の
他

（
  

 
 

 
 

）
地

役
権

・
そ

の
他

（
）

基
 盤

 強
 化

 法
無

・
抹

消
済

無
・

抹
消

済
無

・
要

解
約

・
解

約
済

競
売

申
立

・
仮

登
記

・
差

押
Ｊ

Ａ
・

銀
行

等
（

）
機

構
法

・
農

地
法

住
所

変
更

・
そ

の
他

（
  

 
 

 
 

）
地

役
権

・
そ

の
他

（
）

基
 盤

 強
 化

 法
無

・
抹

消
済

無
・

抹
消

済
無

・
要

解
約

・
解

約
済

競
売

申
立

・
仮

登
記

・
差

押
Ｊ

Ａ
・

銀
行

等
（

 
 

 
 

 
）

機
構

法
・

農
地

法
住

所
変

更
・

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
）

地
役

権
・

そ
の

他
（

 
 

 
 

）
基

 盤
 強

 化
 法

無
・

抹
消

済
無

・
抹

消
済

無
・

要
解

約
・

解
約

済
競

売
申

立
・

仮
登

記
・

差
押

Ｊ
Ａ

・
銀

行
等

（
）

機
構

法
・

農
地

法
住

所
変

更
・

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
）

地
役

権
・

そ
の

他
（

）
基

 盤
 強

 化
 法

無
・

抹
消

済
無

・
抹

消
済

無
・

要
解

約
・

解
約

済
競

売
申

立
・

仮
登

記
・

差
押

Ｊ
Ａ

・
銀

行
等

（
）

機
構

法
・

農
地

法
住

所
変

更
・

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
）

地
役

権
・

そ
の

他
（

）
基

 盤
 強

 化
 法

無
・

抹
消

済
無

・
抹

消
済

無
・

要
解

約
・

解
約

済
競

売
申

立
・

仮
登

記
・

差
押

Ｊ
Ａ

・
銀

行
等

（
）

機
構

法
・

農
地

法
住

所
変

更
・

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
）

地
役

権
・

そ
の

他
（

）
基

 盤
 強

 化
 法

無
・

抹
消

済
無

・
抹

消
済

無
・

要
解

約
・

解
約

済

買
入

土
地

担
保

等
設

定
明

細
書
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（促進買入５号） 
 

請 求 書 
 
 

 金               円也 

 
    令和   年   月   日付け公告の農用地利用集積等促進計画に基 

づく売渡代金として上記金額を請求します。 

  なお、公社手数料￥       は上記金額より差し引き願います。 

 

令 和   年   月   日 

 

公益財団法人福島県農業振興公社理事長 様 

 

住  所                              

 

氏  名                   ○印  

 

 

 

 

農協 信用金庫 本店

銀行 信用組合 支店
(右詰め記入）

（フリガナ）

振

込

先

金融機関名

預貯金種別
口 座 番 号

 １．普 通

 ２．当 座

口座名義人
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（促進売渡１号）

農地中間管理機構特例事業譲受申出書（農地買受者用）

（市町村農業委員会又は市町村経由）

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ）

公益財団法人福島県農業振興公社理事長　様

市町村 農業委員会

下記の農用地等について譲受したいので、申し出ます。 認定農業者　　　　　有　・　無

認定新規就農者　　有　・　無

１　譲受を希望する農用地等 認定月日　　　　　　年　　月　　日

市町村 大字 字

合　計 0筆 0

２　確認事項（※該当欄□に、✔を記入する）

□　別紙の農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等については、Ⅰ、Ⅱともに、違反及び該当はありません。

□　Ⅰに違反があります。

□　Ⅱに該当があります。

公簿
地目

現況
地目

公簿
面積
（㎡）

希望
単価

（円/10a）

農地
所有者
氏　名

備考

氏　名

生年月日

電話番号

認定農業者等の
状況

□　別紙の個人情報の利用目的に同意する場合はレ点を付けてください。

番号
地域計画
区域名

所在地
地番 枝番

受付番号　：　

令和　　　年　　　月　　　日

〒

申込内容確認（押印） 住　所

フ 　リ　 ガ　 ナ

印印

（違反、該当がある場合は下欄にも記載する。）

時期： 内容： 理由：
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別　紙

利 用 目 的

当公社は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、あなたの個人情報について 下

記の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。 また、この範囲を超えた取扱はいたしません。

記

１ 当公社の農地中間管理機構特例事業等の業務

(1) 農用地等の売買の契約

(2) 農用地等の売渡信託の引受け

(3) 農地所有適格法人への農用地等の現物出資

(4) その他当公社が法令等により行うことができる業務及びこれらに付随する業務

２ 当公社における利用目的

(1) １の業務に係る土地の所在と権利関係を確認するため

(2) １の業務に係る審査と判断に利用するため

(3) １の業務に関する実績の管理、統計、分析など業務の参考となる資料の作成のため

(4) 本人であることの確認のため

(5) 登記手続きに必要な書類の収集、確認、作成のため

(6) 主務省及び監督官庁への報告など適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供のため

(7) 売買代金等の決裁、精算又は土地取得資金の融資のために必要な範囲での金融機関等への提供のため

(8) 各種証明書、請求書、領収書、口座振替案内等のご案内や各種情報の提供のため

(9) 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

(10) その他、取引を適切かつ円滑に履行するため

３ 当公社以外の利用目的

(1) １の業務に係る市町村等における農用地利用集積等促進計画の作成等のため

(2) １の業務に係る市町村等による書類の作成、売買代金精算等の業務のため

農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等

Ⅰ 農地法その他の農業に関する法令

(1) 農地法（昭和27年法律第229号）

①第3条（農地又は採草放牧地の権利移動の制限）

②第4条（農地の転用の制限）

③第5条（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）

④第42条（措置命令）

(2) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）

①第15条の2（農用地区域内における開発行為の制限）

②第15条の3（監督処分）

(3) 種苗法（平成10年法律第83号）

第20条及び第25条（育成者権又は専用利用権の侵害）

(4) 農薬取締法（昭和23年法律第82号）

第24条（使用の禁止）

Ⅱ 過去に権利取得後の農地等を耕作又は養畜の事業に供することなく、 取得後３年以内に他者に譲渡し、

若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は農地以外のものにする行為を行ったかの有無等

（留意事項）

a）Ⅰの(1)①については、偽りその他不正の手段により、許可を受けたものも含みます。

b）Ⅰの(1)②及び③については、農地法第51条第1項第2号から第4号に該当するものも含みます。

c）Ⅰの(1)及びⅡについては、申告の日から起算して過去3年分の状況等を記載してください。

なお、Ⅰの(1)については、違反状態が是正されたものを除きます。

d）Ⅰの(2)、(3)及び(4)については、申告の日現在の状況を記載してください。

e）Ⅰについて違反がある場合は買受を行うことができませんので、違反項目の是正を行った後、再度買受申込を

行ってください。
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（
促

進
売

渡
２
号

）

令
和

　
年

度
　

月
分

　
市

町
村

　
　

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
案

）
一

覧
表

（
一

括
方

式
）
【
機

構
売

渡
】
　

　
　

市
町

村
確

認
欄

※
２

番
号

地
域

計
画

区
域

名
買

受
希

望
者

（
耕

作
者

）
氏

名
郵

便
番

号
買

受
希

望
者

生
年

月
日

（
法

人
設

立
月

日
）

連
絡

先
（
電

話
番

号
）

大
字

字
地

番
枝

番
公

簿
地

目
現

況
地

目
公

簿
面

積
（
㎡

）

売
渡

単
価

（
1
0
a/

円
）
※

１
（
機

構
入

力
）

売
渡

価
格

(円
）

※
１

（
機

構
入

力
）

事
業

区
分

（
※

機
構

入
力

）
公

告
日

所
有

権
の

移
転

時
期

対
価

の
支

払
時

期
引

渡
の

時
期

農
地

所
有

者
名

買
受

先
区

分
個

人
農

地
所

有
適

格
法

人

小
計

小
計

総
計

※
１

　
売

渡
単

価
及

び
売

渡
価

格
に

つ
い

て
※

２
　

買
受

希
望

者
に

つ
い

て
、

以
下

の
区

分
か

ら
該

当
す

る
も

の
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
（
市

町
村

確
認

）

売
渡

価
格

　
＝

　
買

入
価

格
　

＋
　

諸
経

費
（
諸

経
費

算
定

式
に

基
づ

く
）

買
受

先
区

分
【
事

業
実

施
規

程
第

1
8
条

】

1 2 3 4

4
を

選
択

す
る

場
合

に
は

、
次

の
ア

～
エ

に
つ

い
て

十
分

に
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

ア
　

農
業

経
営

の
規

模
拡

大
又

は
経

営
耕

地
の

分
散

錯
圃

の
解

消
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

イ
　

既
に

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
農

業
経

営
を

行
っ

て
い

る
者

の
農

業
経

営
に

支
障

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

ウ
　

新
規

参
入

を
し

た
者

が
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

を
目

指
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

エ
　

地
域

農
業

の
健

全
な

発
展

を
旨

と
し

つ
つ

、
公

平
・
適

正
に

調
整

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。

※
３

　
買

受
希

望
者

に
つ

い
て

、
経

営
体

に
応

じ
た

以
下

の
要

件
を

全
て

満
た

す
場

合
は

○
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
（
農

業
委

員
会

確
認

）

売
渡

先
要

件
確

認
事

項
【
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
8
条

第
5
項

】

農
地

所
有

適
格

法
人

①
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
が

農
用

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

耕
作

又
は

養
畜

を
行

う
と

認
め

ら
れ

る
。

地
域

計
画

区
域

外
農

業
委

員
会

の
要

請
又

は
農

地
中

間
管

理
事

業
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
1
9
条

第
2
項

の
規

定
に

よ
る

売
買

で
あ

る
。

但
し

、
上

限
を

2
0
0
,0

0
0
円

と
す

る
。

（
1
0
0
円

未
満

切
り

捨
て

）

個
人

①
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
が

農
用

地
の

全
て

を
効

率
的

に
利

用
し

耕
作

又
は

養
畜

を
行

う
と

認
め

ら
れ

る
。

②
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
が

耕
作

又
は

養
畜

に
必

要
な

農
作

業
に

常
時

従
事

す
る

と
認

め
ら

れ
る

。

農
業

委
員

会
要

件
確

認
欄

※
３

買
受

希
望

者
住

所
  

  
(県

）
　

　
　

（
市

町
村

）
　

　
（
大

字
～

地
番

）
農

地
所

有
者

住
所

(県
）
　

　
　

（
市

町
村

）
　

　
（
大

字
～

地
番

）

　
買

入
価

格
（
１

契
約

の
合

計
）

　
諸

経
費

算
定

式

地
域

計
画

区
域

内

地
域

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
へ

の
売

買
で

あ
る

。

3
,0

0
0
千

円
以

下
　

の
場

合
諸

経
費

　
＝

　
買

入
価

格
　

×
　

2
.0

％
　

＋
　

5
,0

0
0
円

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
て

い
な

い
者

へ
の

売
買

で
あ

る
。

3
,0

0
0
千

円
超

　
7
,0

0
0
千

円
以

下
　

の
場

合
諸

経
費

　
＝

　
買

入
価

格
　

×
　

1
.5

％
　

＋
　

2
0
,0

0
0
円

不
測

の
事

態
に

よ
る

地
域

計
画

で
定

め
た

代
替

者
へ

の
売

買
で

あ
る

。

7
,0

0
0
千

円
超

　
の

場
合

諸
経

費
　

＝
　

買
入

価
格

　
×

　
1
.0

％
　

＋
　

5
5
,0

0
0
円
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（
促

進
売

渡
３

号
）

（
氏

名
又

は
名

称
）

（
氏

名
又

は
名

称
）

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

（
住

 
所

）
（

氏
名

又
は

名
称

）

き
所

有
権

以
外

の
そ

の
他

の
使

用
収

益
権

を
有

す
る

者

所
有

権
を

移
転

す
る

者
及

び
対

価
の

支
払

い
を

受
け

る
者

所
有

権
を

移
転

す
る

者
以

外
の

者
で

所
有

権
を

移
転

す
る

土
地

に
つ

支
払

期
日

ま
で

に
対

価
を

支
払

わ
な

か
っ

た
と

き
は

、
支

払
日

の
翌

日
か

ら
支

払
日

ま
で

の
日

数
に

応
じ

支
払

わ
な

か
っ

た
額

に
つ

き
年

14
.6％

の
割

合
で

計
算

し
た

額
の

延
滞

利
息

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

計

（
Ｂ

）
以

外
の

権
原

者
等

（
Ｅ

）

所
 

 
 

 
在

地
 

番
地

 
 

目
面

 
 

積
所

有
権

の
登

記
の

有
無

住
 

所
氏

名
又

は
名

 
 

称
権

原
の

種
 

類
大

 
 

字
字

登
記

簿
現

況
㎡

利
 

用
目

 
的

所
有

権
の

移
転

時
期

対
 

価
 

 
 

 
 

 
 

 
円

対
価

の
支

 
払

方
 

法

対
 価

 の
支

払
期

限

所
有

権
の

移
転

を
受

け
る

者

引
渡

の
時

 
期

 
所

有
権

の
移

転
を

す
る

者
の

（
住

 
所

）

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

（
Ｂ

）

所
 

有
 

権
 

の
 

移
 

転
１

．
各

 
筆

 
明

 
細

対
価

の
支

払
方

法
整

 理
 番

 号
 

所
有

権
の

移
転

を
受

け
る

者
の

（
住

 
所

）

一
括

払
い

で
口

座
振

込
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
（

Ａ
）

所
有

権
を

移
転

す
る

土
地

（
Ｃ

）
所

有
権

の
移

転
の

内
容

（
Ｄ

）
所

有
権

を
移

転
す

る
土

地
の

備
 

 
 

考
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-1
-

２
農

地
中

間
管

理
機

構
特

例
事

業
の

所
有

権
移

転
に

係
る

共
通

事
項

（
機

構
売

渡
）

農
地

中
間

管
理

事
業

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

１
８

条
第

１
項

又
は

福
島

復
興

再
生

特
別

措
置

法
第

１
７

条
の

２
５

第
１

項
に

よ
る

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

（
以

下
「

本
計

画
」

と
い

う
。
）

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

行
わ

れ
る

所
有

権
移

転
は

、
１

の
各

筆
明

細
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
（

１
）

所
有

権
以

外
の

権
利

の
消

滅
所

有
権

を
移

転
す

る
公

益
財

団
法

人
福

島
県

農
業

振
興

公
社

（
以

下
「

機
構

」
と

い
う

。
）

は
、

当
該

土
地

に
第

三
者

の
た

め
の

担
保

物
件

等
が

設
定

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
当

該
権

利
を

消
滅

さ
せ

る
と

と
も

に
、

当
該

権
利

が
登

記
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

１
の

各
筆

明
細

に
記

載
さ

れ
た

所
有

権
の

移
転

時
期

ま
で

に
そ

の
登

記
を

抹
消

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
２

）
対

価
の

増
減

額
請

求
機

構
及

び
所

有
権

の
移

転
を

受
け

る
者

（
以

下
「

譲
受

人
」

と
い

う
。
）

は
、

当
該

土
地

の
１

の
各

筆
明

細
に

記
載

さ
れ

た
面

積
と

実
測

面
積

と
の

間
に

差
異

が
あ

っ
て

も
、

異
議

を
述

べ
ず

、
ま

た
、

対
価

の
増

減
を

請
求

し
な

い
。

（
３

）
境

界
の

明
示

必
要

に
応

じ
機

構
は

、
当

該
土

地
の

引
渡

し
の

時
期

ま
で

に
、

自
己

の
費

用
を

も
っ

て
現

地
に

お
い

て
隣

地
と

の
境

界
を

明
示

す
る

。
（

４
）

租
税

公
課

の
負

担
当

該
土

地
に

係
る

固
定

資
産

税
、

土
地

改
良

賦
課

金
等

は
、

そ
の

所
有

権
の

移
転

日
の

属
す

る
年

度
に

つ
い

て
は

、
機

構
が

負
担

す
る

。
（

５
）

所
有

権
の

移
転

の
登

記
こ

の
本

計
画

に
よ

る
所

有
権

の
移

転
の

登
記

は
、

機
構

の
申

請
に

よ
り

行
う

も
の

と
し

、
譲

受
人

は
こ

れ
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
福

島
復

興
再

生
特

別
措

置
法

に
基

づ
く

本
計

画
に

よ
る

所
有

権
の

移
転

の
登

記
は

、
譲

受
人

の
請

求
に

よ
り

、
県

の
嘱

託
に

よ
り

行
う

も
の

と
し

、
機

構
は

こ
れ

に
協

力
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

６
）

経
費

の
負

担
所

有
権

の
移

転
の

登
記

に
要

す
る

経
費

は
、

譲
受

人
が

負
担

す
る

。
そ

の
他

の
経

費
に

つ
い

て
は

、
機

構
及

び
譲

受
人

が
協

議
し

て
定

め
る

。
（

７
）

債
務

不
履

行
に

よ
る

法
律

関
係

の
解

除
ア

機
構

又
は

譲
受

人
は

、
相

手
方

が
本

計
画

に
基

づ
く

義
務

を
履

行
し

な
い

と
き

は
、

本
計

画
に

よ
っ

て
成

立
し

た
法

律
関

係
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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-2
-

イ
ア

に
よ

り
法

律
関

係
を

解
除

し
た

と
き

は
、

機
構

は
譲

受
人

に
対

し
て

損
害

賠
償

金
（

違
約

金
）

の
支

払
い

を
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ウ
イ

の
損

害
賠

償
金

（
違

約
金

）
は

、
売

買
代

金
の

２
パ

ー
セ

ン
ト

に
相

当
す

る
額

と
す

る
。

（
８

）
土

地
の

滅
失

等
ア

本
計

画
の

公
告

後
、

当
該

土
地

の
引

渡
し

の
時

期
ま

で
の

間
に

、
当

該
土

地
の

全
部

が
天

災
地

変
そ

の
他

、
機

構
及

び
譲

受
人

の
責

に
帰

す
べ

か
ら

ざ
る

理
由

に
よ

り
滅

失
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

使
用

及
び

収
益

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
と

き
は

、
譲

受
人

は
本

計
画

に
よ

り
成

立
す

る
法

律
関

係
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
イ

本
計

画
の

公
告

後
、

当
該

土
地

の
引

渡
し

の
時

期
ま

で
の

間
に

、
当

該
土

地
の

一
部

が
天

災
地

変
そ

の
他

、
機

構
及

び
譲

受
人

の
責

に
帰

す
べ

か
ら

ざ
る

理
由

に
よ

り
滅

失
そ

の
他

の
事

由
に

よ
り

使
用

及
び

収
益

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
と

き
は

、
機

構
及

び
譲

受
人

は
本

計
画

に
よ

る
１

の
各

筆
明

細
に

記
載

さ
れ

た
対

価
の

変
更

そ
の

他
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

協
議

を
す

る
。

（
９

）
買

戻
特

約
（

買
入

協
議

案
件

の
場

合
に

該
当

）
譲

受
人

が
当

該
土

地
に

設
定

す
る

所
有

権
の

移
転

時
期

か
ら

５
年

を
経

過
す

る
ま

で
の

間
に

利
用

権
設

定
等

を
行

っ
た

場
合

、
機

構
は

当
該

土
地

の
買

戻
し

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

譲
受

人
が

利
用

権
設

定
等

に
つ

い
て

、
事

前
に

機
構

の
承

認
を

得
た

場
合

は
除

く
。

（
10

）
農

用
地

利
用

集
積

等
促

進
計

画
に

定
め

ら
れ

た
法

律
関

係
の

失
効

１
の

各
筆

明
細

に
記

載
さ

れ
た

対
価

の
支

払
期

限
ま

で
に

対
価

の
全

部
の

支
払

が
な

さ
れ

な
か

っ
た

と
き

は
、

当
該

土
地

の
所

有
権

に
係

る
本

計
画

に
基

づ
く

法
律

関
係

は
失

効
す

る
。

（
11

）
そ

の
他

本
計

画
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
本

計
画

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
機

構
、

譲
受

人
及

び
県

又
は

市
町

村
が

協
議

し
て

定
め

る
。
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３
．

所
有

権
の

移
転

（
以

下
「

権
利

設
定

等
」

と
い

う
。

）
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等

（
法

人
以

外
）

（
記
載
注
意

）
（

１
）

　
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
の

農
業

経
営

の
状

況
等

（
以

下
、

「
本

書
類

」
と

い
う

。
）

は
、

同
一
公
告
に
係
る
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
書
（
以
下
「
促

進
計

画
書

」
と

い
う

。
）

中
、

い
ず

れ
か

に
そ

の
添

付
が

あ
れ

ば
、

他
は

そ
の

添
付

を
要

し
な

い
。

（
２
）

（
Ａ

）
欄

は
、

同
一

公
告

に
係

る
促

進
計

画
書

中
に

複
数

の
権

利
設

定
等

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
れ
ぞ
れ
を
合
算
し
て
面
積
を
記
載
す
る
。
な
お
、
「
そ
の
他
」

に
は

、
混

牧
林

地
、

農
業

用
施

設
の

用
に

供
さ

れ
る

土
地

、
開

発
し

て
農

用
地

又
は

農
業

用
施

設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
と
す
る
こ
と
が
適
当
な
土
地
の
別
に
そ

の
面

積
を

記
載

す
る

。

（
３
）

（
Ｃ

）
欄

は
、

主
た

る
経

営
作

目
を

「
水

稲
」

、
「

果
樹

」
、

「
野

菜
」

、
「

養
豚

」
、

「
養

鶏
」
、
「
酪
農
」
、
「
肉
用
牛
」
、
「
施
設
園
芸
」
等
と
記
載
す

る
。

（
４
）

（
Ｄ

）
欄

の
「

主
た

る
従

事
者

」
と

は
、

自
家

農
業

労
働

日
数

が
年

間
お

お
む

ね
1
5
0
日

以
上

の
者
（
自
家
農
業
労
働
日
数
が
年
間
お
お
む
ね
1
5
0
日
に
達
す
る
者

が
い

な
い

場
合

は
、

そ
の

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
に

必
要

な
行

う
べ

き
農

作
業

が
あ

る
限

り
こ
れ
に
従
事
す
る
者
）
を
、
「
そ
の
他
の
従
事
者
」
と
は
、
主

た
る

従
事

者
以

外
で

そ
の

農
作

業
に

従
事

す
る

者
を

い
う

。

そ
の

他
の

従
事

者

主
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

主
た

る
従

事
者

人
日

人
（
　
人
） 人

（
　
人
） 人

（
　
人
）

従
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

㎡ ㎡

男
人 人

女

農
　

地

採
　

草
放

牧
地

農
　
地

採
　
草

放
牧
地

そ
の
他

㎡ ㎡ ㎡

氏
名

又
は

名
称

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

た
る

経
営

作
目

（
Ｃ

）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

し
て

い
る

農
用

地
の

面
積

（
Ｂ

）

権
利
設
定
等
を
受
け
る

土
地
の
面
積
（
Ａ
）

雇
用
労
働
力

（
年
間
延
べ

労
働
日
数
）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
世

帯
員
の

農
作

業
従

事
及

び
雇

用
労

働
力

の
状

況
（
Ｄ
）

世
帯

員
農

業
従

事
者

（
う

ち
1
5
歳

以
上

6
5
歳

未
満

の
者
）

年
齢

権
利
設
定
等
を
受
け
る

者
が

権
利

設
定

等
を

受
け

た
後
に

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
が

、
権

利
設

定
等

を
受
け
る
農
用
地
等
の

周
辺

の
農

用
地

の
農

業
上

の
利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響

（
Ｇ

）

権
利
設
定
等
を
受
け
る

者
の
主
な
家
畜
の
飼
育

状
況
（
Ｅ
）

権
利
設
定
等
を
受
け
る

者
の
主
な
農
機
具
の
所

有
の
状
況
（
Ｆ
）

農
作
業
従
事
日
数

種
　

類
数
　

量
種
　

類
数
　
量

整
理
番
号

1
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３
．
所
有
権
の
移
転
（
以
下
「
権
利
設
定
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
者
の
農
業
経
営
の
状
況
等

（
農

地
所

有
適

格
法

人
）

整
理

番
号

権
利

設
定

等
を

受
け
る

土
地

の
面

積
（

Ａ
）

権
利

設
定

等
を

受
け
る

農
地

所
有

適
格

法
人
が

耕
作

又
は

養
畜

の
事
業

に
供

し
て

い
る

農
用
地

の
面

積
（

Ｂ
）

農
地

所
有

適
格

法
人
の

名
称

事
業

の
実

施
状

況
及

び
事

業
計
画

農
業

3
年

前

2
年

前

1
年

前

初
年

度

2
年

目

㎡ ㎡

農
　

地

採
　

草
牧

草
地

権
利

設
定

等
を

受
け
る

農
地

所
有

適
格

法
人
の

主
な

家
畜

の
飼

育
状
況

（
Ｆ

）

左
記

以
外

の
事
業

㎡

権
利

設
定

等
を

受
け
る

農
地

所
有

適
格

法
人
の

主
な

農
機

具
の

所
有
の

状
況

(
Ｇ

)

数
　

量

年
間

農
作

業
従

事
日
数

㎡ ㎡

種
　

類

3
年

目

権
利

設
定

等
を

受
け

た
後

現
在

農
畜

産
物
名

関
連

事
業

等
の

内
容

左
記

以
外
の

事
業

の
内
容

法
人

と
構
成

員
と

の
取
引

関
係

等
の
内

容

氏
　

名
住

　
所

前
年

実
績

見
込

み
前

年
実

績
見

込
み

年
間

農
業

従
事

日
数

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
権

利
設

定
等

を
受

け
た

後
に

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
が

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

の
周

辺
の

農
用

地
の

農
業

上
の

利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響
(
Ｈ

)

㎡ ㎡

雇
用

労
働

力
（

年
間

延
日

数
）

人
日

農
業

関
係

者
氏

名
・

名
称

年
間

農
業

従
事

日
数

見
込

み
前

年
実

績

法
人

へ
の

農
用

地
等

の
権

利
設

定
等

議
決

権
又

は
株

式
の

数

㎡

権
利

の
種

類

事
業

の
種
類

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

地
所

有
適

格
法

人
の

事
業

の
状

況
（

Ｃ
）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

地
所

有
適

格
法

人
の

構
成

員
の

状
況

（
Ｄ
）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

地
所

有
適

格
法

人
の

業
務

執
行

役
員

の
状

況
（
E
）

農
　

地

採
　

草
放

牧
地

そ
の

他

面
　

積

㎡ ㎡

数
　

量
種

　
類

1
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（
記

載
注

意
）

（
１

）
　

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等
（

以
下

、
「

本
書

類
」

と
い

う
。

）
は

、
同

一
公

告
に

係
る

農
用

地
利

用
集

積
等

促
進

計
画

書
（

以
下

「
促

進
計

画
書

」
と

い
う

。
）

中
、

い
ず

れ
か

に
そ

の
添

付
が

あ
れ

ば
、

他
は

そ
の

添
付

を
要

し
な

い
。

（
２

）
（

Ａ
）

欄
は

、
同

一
公

告
に

係
る

促
進

計
画

書
中

に
複

数
の

権
利

設
定

等
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
を

合
算

し
て

面
積

を
記

載
す

る
。

な
お

、
「

そ
の

他
」

に
は

、
混

牧
林

地
、

農
業

用
施

設
の

用
に

供
さ

れ
る

土
地

、
開

発
し

て
農

用
地

又
は

農
業

用
施

設
の

用
に

供
さ

れ
る

土
地

と
す

る
こ

と
が

適
当

な
土
地

の
別

に
そ

の
面

積
を

記
載

す
る
。

（
３

）
（

Ｃ
）

欄
の

「
農

畜
産

物
名

」
欄

に
は

、
法

人
の

生
産

す
る

農
畜

産
物

の
う

ち
、

粗
収

益
の
5
0
％

を
超

え
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

の
名

称
を

記
載

す
る

。
な

お
、

い
ず

れ
の

農
畜

産
物

の
粗

収
益

も
5
0
％

を
超

え
な

い
場

合
に

は
、

粗
収

益
の

多
い

も
の

か
ら

順
に

３
つ

の
農

畜
産

物
の

名
称

を
記

載
す

る
。

（
４

）
（

Ｃ
）

欄
の

「
関

連
事

業
等

の
内

容
」

に
は

、
法

人
の

農
業

に
関

連
す

る
事

業
（

①
農

畜
産

物
を

原
料

又
は

材
料

と
し

て
使

用
す

る
製

造
又

は
加

工
、

②
農

畜
産

物
の

貯
蔵

、
運

搬
又

は
販

売
、

③
農

業
生

産
に

必
要

な
資

材
の

製
造

、
④

農
作

業
の

受
託

）
、

農
業

と
併

せ
行

う
林

業
、

農
事

組
合

法
人

が
行

う
共
同

施
設

の
設

置
又

は
農

作
業

の
共

同
化

に
関

す
る

事
業

を
記

載
す

る
。

（
5
）

（
Ｃ

）
欄

の
「

権
利

設
定

等
を

受
け

た
後

」
欄

に
は

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

と
な

る
日

を
含

む
事
業

年
度

以
後

の
状

況
を

記
載

す
る
。

（
6
）

（
Ｃ

）
欄

の
「

農
業

」
欄

に
は

、
法

人
の

農
業

（
関

連
事

業
等

を
含

む
。

以
下

「
農

業
」

と
い

う
。

）
の

売
上

高
の

合
計

を
記

載
し

、
そ

れ
以

外
の

事
業
の

売
上

高
に

つ
い

て
は

、
「

左
記

以
外

の
事

業
」

欄
に

記
載

す
る

。
ま

た
「

１
年

前
」

か
ら

「
３

年
前

」
の

各
欄

に
は

、
そ

の
法

人
の

決
算

が
確

定
し

て
い
る

事
業

年
度

の
売

上
高

の
促

進
計

画
の

公
告

前
３

事
業

年
度

分
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

し
（

実
績

の
な

い
場

合
に

は
空

欄
）

、
「

初
年

度
」

か
ら

「
３

年
目

」
の
各

欄
に

は
、

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

用
地

等
を

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
に

供
す

る
こ

と
と

な
る

日
を

含
む

事
業

年
度

を
初

年
度

と
す

る
３

事
業

年
度

分
の
売

上
高

の
見

込
み

を
そ

れ
ぞ

れ
記

載
す

る
。

（
7
）

（
Ｄ

）
欄

の
「

農
業

関
係

者
」

欄
に

は
、

当
該

構
成

員
が

農
業

関
係

者
で

あ
る

場
合

に
「

○
」

を
記

載
す

る
。

（
8
）

（
Ｄ

）
欄

の
「

議
決

権
又

は
株

式
の

数
」

欄
に

は
、

株
式

会
社

に
あ

っ
て

は
株

式
（

議
決

権
の

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
の

数
を

記
載

す
る
。

（
9
）

（
Ｄ

）
欄

の
「

年
間

農
業

従
事

日
数

」
欄

の
「

前
年

実
績

」
欄

に
は

、
促

進
計

画
の

公
告

の
日

を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年

度
に

お
い

て
法

人
の

行
う
農

業
に

常
時

従
事

し
て

い
る

構
成

員
の

農
業

へ
の

年
間

従
事

日
数

を
記

載
し

、
「

見
込

み
」

欄
に

は
、

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

用
地

等
を

耕
作

又
は

養
畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

と
な

る
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
け

る
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

見
込

み
を

記
載

す
る

。
な

お
、

「
年

間
農

業
従

事
日

数
」

に
は
、

農
業

部
門

に
お

け
る

労
務

管
理

や
市

場
開

拓
等

に
従

事
し

た
日

数
も

含
ま

れ
る
。

（
1
0
）

（
Ｄ

）
欄

の
「

法
人

と
構

成
員

と
の

取
引

関
係

等
の

内
容

」
欄

に
は

、
例

え
ば

、
「

法
人

か
ら

生
産

物
を

購
入

し
て

い
る

食
品

会
社

」
、

「
法

人
に

農
作
業

を
委

託
し

て
い

る
農

家
」

、
「

法
人

に
肥

料
を

販
売

す
る

肥
料

の
会

社
」

、
「

法
人

と
特

許
権

の
専

用
実

施
権

の
設

定
を

行
っ

て
い

る
種

苗
会

社
」

等
と
記

載
す

る
。

（
1
1
）

（
Ｅ

）
欄

の
「

住
所

」
は

、
農

事
組

合
法

人
に

あ
っ

て
は

理
事

、
合

名
会

社
、

合
資

会
社

又
は

合
同

会
社

に
あ

っ
て

は
業

務
執

行
権

を
有

す
る

社
員

、
株
式

会
社

に
あ

っ
て

は
取

締
役

（
以

下
「

業
務

執
行

役
員

」
と

い
う

。
）

が
生

活
の

本
拠

と
し

て
い

る
市

町
村

名
を

記
載

す
る
。

（
1
2
）

（
Ｅ

）
欄

の
「

年
間

農
作

業
従

事
日

数
」

欄
の

「
前

年
実

績
」

欄
に

は
、

促
進

計
画

の
公

告
の

日
を

含
む

事
業

年
度

の
前

事
業

年
度

に
お

け
る

業
務

執
行
役

員
の

農
業

へ
の

年
間

従
事

日
数

を
記

載
し

、
「

見
込

み
」

欄
に

は
、

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

用
地

等
を

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
に

供
す

る
こ

と
と

な
る
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
け

る
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

見
込

み
を

記
載

す
る

。
な

お
、

「
年

間
農

業
従

事
日

数
」

に
は

、
農

業
部

門
に

お
け

る
労

務
管
理

や
市

場
開

拓
等

に
従

事
し

た
日

数
も

含
ま

れ
る
。

（
1
3
）

（
Ｅ

）
欄

の
「

年
間

農
作

業
従

事
日

数
」

欄
の

「
前

年
実

績
」

欄
に

は
、

促
進

計
画

の
公

告
の

日
を

含
む

事
業

年
度

の
前

事
業

年
度

に
お

い
て

業
務

執
行
役

員
が

行
っ

た
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

内
数

と
し

て
、

そ
の

行
っ

た
耕

う
ん

、
播

種
、

施
肥

、
刈

取
り

等
の

農
作

業
に

従
事

し
た

年
間

日
数

を
記

載
し
、

「
見

込
み

」
欄

に
は

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

と
な

る
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
い

て
業

務
執

行
役
員

の
行

う
こ

と
と

な
る

農
業

へ
の

年
間

従
事

日
数

の
内

数
と

し
て

、
そ

の
行

っ
た

耕
う

ん
、

播
種

、
施

肥
、

刈
取

り
等

の
農

作
業

に
従

事
す

る
年

間
日

数
の
見

込
み

を
記

載
す

る
。

2
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（
促

進
売

渡
４

号
）

0
0

0
0

買
入

土
地

等
（
A

)
既

耕
作

土
地

等
（
Ｂ

）

面
積

（
㎡

）

集
積

状
況

調
書

計

具
体

的
な

集
積

の
状

況

面
積

（
㎡

）
所

在
・
地

番
・

地
目

面
積

（
㎡

）

備
考

所
有

地
借

入
地

作
業

受
託

地
所

在
・
地

番
面

積
（
㎡

）
所

在
・
地

番
集

積
面

積
（
㎡

）

集
積

状
況

Ａ
＋

Ｂ
所

在
・
地

番
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（売買様式１号）                             

番      号 

令和 年 月 日 

 

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ） 

公益財団法人福島県農業振興公社理事長 様 

 

市町村農業委員会長 又は 市町村長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農地中間管理機構特例事業の申出について（送付） 

このことについて、別添のとおり申出がありましたので、下記のとおり提出します。

つきましては、農地中間管理機構特例事業として取扱い願いたく申し出ます。 

あわせて、事業区分について確認願います。 

記 

１ 送付資料 

（１）農地中間管理機構特例事業譲渡申出書（農地所有者用）（促進買入１号） 

（２）農地中間管理機構特例事業譲受申出書（農地買受者用）（促進売渡１号） 

（３）農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（促進買入２号） 

（４）農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（促進売渡２号） 

（５）登記事項証明書 

（６）買入土地担保等設定明細書（促進買入４号） 

（７）申出対象地図面 

（８）集積状況調書（促進売渡４号） 

（９）集積状況図 

（10）農業経営改善計画または青年等就農計画の写し ※該当者のみ 

（11）（10）の認定証の写し ※該当者のみ 

 

２ 公告予定月 

令和 年 月 

 

 

 

 

 

 

 (事務担当        電話      ) 
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（売買様式２号）                             

福農公第   号 

令和  年 月 日 

 

市町村農業委員会長 又は 市町村長 様 

 

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ） 

公益財団法人福島県農業振興公社理事長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農地中間管理機構特例事業事業区分について（通知） 

令和 年 月 日付け（番号）で申出のありましたこのことについては、下記のと

おりです。 

記 

１ 事業区分 

担い手支援タイプ 又は 新一般タイプ に該当します。 

 

２ その他 

関係書類について作成及び収集願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (事務担当        電話      ) 
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- 1 - 
 

（売買様式３号） 

 

買入価格確認様式 

 

令和 年 月 日付け（番号）で申出した農用地の買入価格については下記の

とおりです。 

記 

農地所有者氏名  

農地所有者住所  

地積合計 

田      筆      ㎡ 

畑      筆      ㎡ 

その他    筆      ㎡ 

買入価格 
（10a 当たり）          円 

総額               円 

近傍類似価格 （10a 当たり）          円 

※買入価格と近

傍類似価格に差

がある場合はそ

の理由を記載 

（理由） 

 

上記のとおり確認しました。 

 

令和 年 月 日 

確認者 （農業委員、農地利用最適化推進委員から 2名） 

 

 

※１ 買入１契約ごとに作成 

※２ 当様式の代わりに、近傍類似価格の記載があるあっせん調書を提出する

ことも可 
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- 2 - 
 

（参考） 

 

福島県農業振興公社農地中間管理機構特例事業の実施に関する規程（抜粋） 

 

第１０条 農用地等の買入価格は、対象となる農用地等の周辺の地域で自然的

経済的社会的諸条件からみてその農業事情がその農用地等に係る農業事情と

類似すると認められる一定の区域内における農用地等（以下「周辺類似農用地

等」という。）についての耕作又は養畜の事情に供するための取引の事例が収

集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期

等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該周辺類似農用地等及び

利用権の設定等を行う農用地等に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量

し、算出する。 

一 位置 

二 形状 

三 環境 

四 収益性 

五 その他、一般の取引における価格形成上の諸要素 

２ 前項の事例の収集ができないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎と

し、適宜その他の事項を勘案して算出する。 

一 借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその農用地等の価格 

二 その農用地等の所有者がその農用地等の取得及び改良又は保全のため支

出した金額 

三 その農用地等について固定資産税評価額（地方税法（昭和 25 年法律第 2

号）第 381 条第 1 項又は第 2 項の規定により土地課税台帳又は土地補充課

税台帳に登録されている価格をいう。）その他の課税の場合の評価額 

３ 農用地等の買入価格の算出については、必要に応じ農業委員会の意見を聴

いて定めるものとする。 

４ 農用地等の買入価格が、その農用地等の収益性からみて著しく高額である

と認められる場合には、その農用地等の買入れは行わないものとする。 

（後略） 
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（売買様式４号）                             

番      号 

令和 年 月 日 

 

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ） 

公益財団法人福島県農業振興公社理事長 様 

 

市 町 村 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について（送付） 

農業委員会長より令和 年 月 日付け（番号）で照会のあったこのことについて

は、下記のとおりです。 

記 

農用地利用集積等促進計画（案）については、異議ありません。 

 

又は 

 

意見 

（買受者は地域計画に位置づけられている農業を担う者以外の者であるため、後日、

地域計画の変更を行う。等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (事務担当        電話      ) 
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（売買様式５号）                             

番      号 

令和 年 月 日 

 

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ） 

公益財団法人福島県農業振興公社理事長 様 

 

市町村農業委員会長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農用地利用集積等促進計画を定めることの要請について（依頼） 

このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 11 項に基づ

き、下記により農用地利用集積等促進計画を定めることを要請します。 

記 

送付資料 

１ 農用地利用集積等促進計画（案）一式 

２ 買入価格確認様式（売買様式３号） 

３ 市町村の意見書（売買様式４号） 

４ その他関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (事務担当        電話      ) 
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（売買様式６号）                             

番      号 

令和 年 月 日 

 

（ 福 島 県 農 地 中 間 管 理 機 構 ） 

公益財団法人福島県農業振興公社理事長 様 

 

市 町 村 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農用地利用集積等促進計画（案）に係る関係書類について（送付） 

このことについて、下記のとおり提出します。 

記 

送付資料 

１ 農用地利用集積等促進計画（案）一式 

２ 買入価格確認様式（売買様式３号） 

３ 農業委員会の意見書の写し 

４ その他関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (事務担当        電話      ) 
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売買様式７号
1頁

令和○年○○月○○日

農用地利用集積等促進計画概要

所有権を移転する時期 備考

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第３項の規定によ
り、農用地利用集積等促進計画概要を令和○年○○月○○日から令和○年○○月○○日までの１週
間、利害関係人からの意見を募ります。

農地バンクから所有権移転を行う農地の所在

公益財団法人福島県農業振興公社理事長
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（
売

買
様

式
８

号
）

促
進

計
画

一
括

方
式

の
場

合

利
害

関
係

人
か

ら
の

意
見

概
要

令
和
○
年
○
○
月
○
○
日

１
　
意
見
を
求

め
た
機
構
貸
付
農
地

別
添
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
概
要
(
案
)
一
覧
表
」
の
と
お
り

２
　
意
見
聴
取

の
期
間

令
和
○
年
○
○
月
○
○
日
～
令
和
○
年
○
○
月
○
○
日

３
　
意
見
聴
取

の
方
法

公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

４
　
計
画
概
要

に
寄
せ
ら
れ
た
意
見

意
見
の
概
要

意
見
を
計
画
に
反
映
さ
せ
な
か
っ
た
理
由

意
見
を
踏
ま
え
計
画
を
変
更
し
た
理
由

　
農
地
中
間
管

理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
 
（
平
成
２
５
年
法
律
第
１
０
１
号
）
 
第
１
８
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
害
関
係
人
か
ら
意
見
を
求

め
た
概
要
は
以

下
の
と
お
り
で
す
。
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（売買様式９号） 

 

福農公第   号 

令和  年 月 日 

 

 

 福島県知事 様 

（※権限移譲した場合は市町村長） 

 

 

                公益財団法人福島県農業振興公社理事長 

                     

農用地利用集積等促進計画に係る認可について（申請） 

 このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 1 項の規定に

より、下記のとおり申請します。 

記 

１ 農用地利用集積等促進計画の年度及び番号 

令和 年度第   号 

２ 市町村及び地区名等 

○○市 ○○地区 

３ 件数 

買入○件、売渡○件（詳細は、別紙一覧表のとおり） 

４ 申請書類等 

（１）農用地利用集積等促進計画      一式 

（２）添付資料 

（農業委員会の要請の場合） 

① 農業委員会の要請書の写し 

② 市町村の意見書の写し 

③ 定款の写し ※該当者のみ 

④ 利害関係人からの意見概要 ※該当者のみ 

⑤ 農地法その他の農業に関する法令の遵守状況等 

     

（市町村の協力の場合） 

① 農業委員会の意見書の写し 

② 定款の写し ※該当者のみ 

③ 利害関係人からの意見概要 ※該当者のみ 

④ 農地法その他の農業に関する法令の遵守状況等 

 

 

 

 

（事務担当       電話       ） 

市町村へ申請の場合は省略 

市町村へ申請の場合は省略 
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（
売

買
様

式
１

０
号

）

農
地

法
そ

の
他

の
農

業
に

関
す

る
法

令
の

遵
守

の
状

況
等

令
和
　
年
　
月
　
日

１
　
賃
借
権
の

設
定
等
を
受
け
る
者

別
添
「
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
案
）
一
覧
表

」
の
と
お
り

２
　
法
令
遵
守

の
確
認
方
法

農
地
中
間
管
理
機
構
特
例
事
業
譲
受
申
出
書
に
よ
り
確

認

３
　
法
令
遵
守

の
確
認
結
果

　
（
１
）
農
地

法
そ
の
他
の
農
業
に
関
す
る
法
令

違
反
の
有
無

違
反
の
あ
っ
た
買
受
者
名

違
反
の
時
期

内
容

農
地
法

農
業
振
興
地
域

の
整
備
に
関
す
る
法
律

種
苗
法

農
薬
取
締
法

該
当
の
有
無

該
当
の
あ
っ
た
買
受
者
名

行
為
の
時
期

内
容

理
由

　
農
地
中
間
管

理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
 
（
平
成
２
６
年
農
水
省
第
１
５
号
）
 
第

１
２
条
第
２
項
第
一
号
イ
（
２
）
の
規
定
に
よ
り
、

賃
借
権
の
設
定

等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
、
農
地
法
そ
の
他
の
農
業
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
の
状
況

等
の
申
告
を
求
め
た
結
果
に
つ
い
て
は
以
下
の
と
お

り
で
す
。

（
２
）
過
去
に
権
利
取
得
後
の
農
地
等
を
耕
作
ま
た
は
養
畜
の
事
業
に
供
す
る
こ
と
な
く
、
取
得

後
３
年
以
内
に
他
者
に
譲
渡
し
、
若
し
く
は
使
用
及
び

収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
設
定
し
、
又
は
農
地
以
外
の
者
に
す
る
行
為
を
行
っ
た
か
の
有
無
等
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（市町村意見参考様式１号） 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 市町村長 様 

 

市町村農業委員会長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について（照会） 

このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第 11 項に基づ

き、農地中間管理機構に対し下記１により農用地利用集積等促進計画を定めること

を要請しますので、意見を求めます。また、農地中間管理機構に対し下記２につい

て意見を提出願います。 

記 

１ 農用地利用集積等促進計画（案）について 

  別添一覧表のとおり 

  

２ 地域計画との整合性について 

  別添一覧表により、地域計画との整合性について確認願います。 

農業委員会→農政担当課 

    意見依頼 
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（市町村意見参考様式２号） 

番      号 

令和 年 月 日 

 

 市町村農業委員会長 様 

 

市 町 村 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について（送付） 

令和 年 月 日付け（番号）で照会のありましたこのことについては、別添の

とおりです。 

また、農地中間管理機構へ送付願います。 

農政担当課→農業委員会 

    回答添書 
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（農委意見参考様式１号）                             

番      号 

令和 年 月 日 

 

 市町村農業委員会長 様 

 

市 町 村 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農業委員会の意見について（照会） 

このことについて、農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第 3 項に基づ

き、下記のとおり農業委員会の意見を求めます。 

また、同法第 18 条第 5 項に係る買受者に関する要件について、併せて確認願い

ます。 

記 

１ 農用地利用集積等促進計画（案）について 

  別添一覧表のとおり 

  

２ 買受者に関する要件についての確認 

  別添一覧表により、以下の要件について確認願います。 

 

（１） 個人の場合 

ア 農用地の全てを効率的に利用し耕作又は養畜を行うと認められる。 

イ 必要な農作業に常時従事すると認められる。 

 

（２） 農地所有適格法人の場合 

ア 農用地の全てを効率的に利用し耕作又は養畜を行うと認められる。 

 

 

農政担当課→農業委員会 

    意見依頼 
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（農委意見参考様式２号）                             

番      号 

令和 年 月 日 

 

市町村長 様 

 

市町村農業委員会長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

農業委員会の意見について（回答） 

 令和 年 月 日付け（番号）で照会のありましたこのことについては、下記の

とおりです。 

記 

１ 農用地利用集積等促進計画（案）について 

  異議ありません。 又は 意見 

 

２ 買受者に関する要件についての確認 

  別紙一覧表のとおり要件を満たしていることを認めます。 又は 意見 

農業委員会→農政担当課 

    回 答 
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